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教育施策説明会会場で寄せられた質疑・意見等（要旨） 

令和７年１２月１４日分 

番号 項目 質疑・意見等（要旨） 教育委員会の考え方 回 答 

１ 今後の学校
ICT 環境整
備 

最近、教員の性犯罪が問
題になっている。教員がタ
ブレット端末で取った写真
は、どのように管理してい
るのか。 

毎年、全教員向けの情報セキュリティ
や個人情報保護に関する研修を実施し
ており、その基本的な考え方に基づいて
適切に運用しています。 

 個々の写真を外部で一つひとつ確認
する仕組みはありませんが、他自治体の
教員による不祥事を重く受け止め、合同
校・園長会を通じて、校内に不適切なカ
メラ設置がないか点検するよう校長へ
指示するなど、対策を講じています。 

また、授業で写真を活用する際も、研
修を通じてモラル教育を徹底するとと
もに、安全な管理体制の維持に努めてい
きます。 

学校 ICT課長 

２ 警備体制の
強化 

頼りない警備員がいる。
子どもたちのことをしっか
りと見守ってくれる警備員
を配置してほしい。 

令和６年度から昼間に警備員を配置
する政策を試行的に進めており、子ども
の安全を確保できる人材を事業者に依
頼しています。一部に不安の声もありま
すが、全体としては適切に業務が遂行さ
れていると評価しています。いただいた
ご意見は事業者に伝え、今後もより信頼
できる警備員の配置を求めていきます。 

教育政策課長 

３ その他（学
校対応） 

一部の小学校で教員によ
る不適切行為や児童への人
権・プライバシー侵害が起
きている。 

教育委員会は、事実をど
の程度把握しているのか。
また、目黒区子ども条例に
基づき、児童の安心・安全を
最優先に対応してほしい。 

学校は隠蔽体質である。
大事となるような事件が発
生し、PTAから要望があって
も、臨時保護者会は開催し
ないと聞いている。 

教育委員会として、各学校の事案は随
時報告・記録を確認し、重大性を判断し
て対応を指示しています。本件について
も記録を把握しており、学校の対応状況
については改めて確認します。 

目黒区子ども条例で示す安全確保と
人権尊重を基本とし、その理念が教育委
員会全体に浸透するよう、引き続き取り
組んでいきます。 

教育長 

教育委員会は当該事案を把握してお
り、保護者からの相談には事実確認のう
え学校へ必要な指導助言を行っていま
す。保護者からの申し出によって児童が
不利益を受けることはなく、問題があれ
ば学校や教育委員会へ直接相談してく
ださい。 

臨時保護者会の開催は学校判断です
が、隠蔽と受け取られないよう教育委員
会としても適切に助言し、学校で解決が
難しい場合は個別対応を継続し、児童の
立場を最優先に丁寧に対応していきま
す。 

教育指導課長 
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番号 項目 質疑・意見等（要旨） 教育委員会の考え方 回 答 

４ 警備体制の
強化 

教室や死角になる校内に
防犯カメラ設置を設置して
ほしい。 

 

 

 

 

 

※アンケートフォーム：同意見１件 

本区では外部侵入対策として防犯カ
メラを設置していますが、教室内など内
部を撮影するカメラは設置していませ
ん。内部カメラは監視の印象を与えるた
め、保護者や児童の理解を得る必要があ
り、十分な合意形成が不可欠です。 

他区の事例も踏まえ、今後の研究課題
として検討しつつ、学校からの要望を踏
まえて対応を進めていきます。 

教育政策課長 

５ その他（学
校対応） 

半年以上にわたり、問題の
ある教員について学校の管
理職へ相談してきたが、改
善が見られず解決が難しい
と判断したため、最後の手
段として教育委員会に対応
を求めに来た。 

本件は既に対応を進めていますが、引
き続き教育委員会と学校が連携しなが
ら、保護者の皆さまと共に丁寧に取り組
んでいきます。 

教育指導課長 

６ 不 登 校 児
童・生徒へ
の取組 

息子が校内別室で学んで
いるが、自習のみで教育機
会が保障されていないと感
じている。授業のオンライ
ン視聴など、自習以外の方
法で子どもに学習の機会を
提供してほしい。校内別室
が始まったばかりというこ
とであるが、校内別室とク
ラスの連携や支援員同士の
連携、保護者と教職員の情
報共有の連携をお願いした
い。 

めぐろエミールも自習中
心で利用しづらく、開室時
間が学校と合わない。送迎
ルールも含めて、見直して
ほしい。子どもが安心して
学べる選択肢を増やしてほ
しい。 

不登校支援は教育機会確保法に基づ
き、不登校児童・生徒の一人ひとりの状
況に応じた支援と安心して学べる環境
整備が求められています。 

校内別室は中学校でモデル実施後、小
学校でも試行中ですが、支援体制の質や
教職員との連携強化が大切であると認
識しています。校内別室に長期滞在させ
るのではなく、児童の心の回復状況に応
じて教室復帰を支える仕組みを検討す
るとともに、オンライン活用や情報共有
についてもより良い形で運営ができる
ように考えていきます。 

めぐろエミールについては拡充を進
めており、利用場所の増設や運営改善の
検討を進めていきます。また今後は、他
自治体の取り組みも参照しながら、目黒
区の子どもに必要な多様な学びの場を
整備し、より良い不登校支援に取り組ん
でいきます。 

教育支援課長 

７ その他（学
校図書館） 

学校図書館が常に開いて
おり、読書活動が推進でき
るように、学校司書の常駐
化をお願いしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※アンケートフォーム：同意見４件 

学校図書館に司書が常駐していない
現状は認識しており、図書館支援員や委
託業務を活用して運営を行っています。 
図書館の役割は読書センターと学習
センターとしての機能を持ち、調べ学習
における指導は教員が担うものですが、
図書館支援員の休み時間等の貸出業務
も重要であると考えています。 

貸出業務や蔵書管理、IT化などについ
ては支援員や委託業務を併用しながら
運営しており、現行体制を維持しつつ教
育活動に活用していく方針です。引き続
き、この形で行わせていただければと思
います。 

教育指導課長 
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番号 項目 質疑・意見等（要旨） 教育委員会の考え方 回 答 

８ 学校施設の
計画的更新 

 

大岡山小学校は区内で二
番目の規模となる約 800 名
の児童が在籍し、校庭・校舎
ともに狭隘化が深刻であ
る。現校舎の建て替えは困
難な状況にあるため、旧第
八中学校跡地が空くタイミ
ングで、大岡山小学校を旧
第八中学校跡地へ移転する
方針でよいか。 

大岡山小学校については、区として
も、校庭・校舎ともに非常に狭隘である
状況を認識しています。現在、移転先と
して旧第八中学校跡地へ移す案と、現在
の大岡山小学校を建て替える案の二つ
を検討しています。しかし、大岡山小学
校の敷地内で仮設校舎を設けて建て替
えることは、スペースの制約から現実的
ではありません。そのため、旧第八中学
校跡地の校舎を仮設校舎として活用し、
一時的に児童を移転させた上で現校舎
を建て替える案も想定しています。 

どちらの案を選ぶかは今後の検討状
況によりますので、詳細をお示しできる
段階になりましたら、改めてご報告いた
します。 

 

学校施設計画
課長 

９ その他（コ
ミュニティ
スクール） 

コミュニティスクールの
制度自体には魅力を感じて
いる。 

委員として参加できる人
物が限定されているか。地
域組織の長や委員経験者な
ど、特定の経歴が必要との
話もあり、一般の区民であ
る自分は参加できないので
はないかと懸念している。 

また、委員数に限りがある
のであれば、傍聴や意見を
吸い上げる仕組みなど、よ
り多くの区民が関われる方
法を検討すべきである。 

 

 

 

※アンケートフォーム：同意見１件 

コミュニティスクールは学校運営協
議会を設置した学校のことで、令和７年
度は小学校２校・中学校１校で実施し、
８年度は計１１校、９年度までに約半
分、１１年度までに全ての学校・園に設
置していく方針を掲げています。 

委員は６〜１０名で構成し、地域住
民、ＰＴＡ、学識経験者の方々から校長
の推薦を経て教育委員会が委嘱してい
ます。協議会では学校の課題を共有し、
地域全体で支える体制づくりを進めて
おり、地域の町会・自治会・商店街など
多様な団体と連携して課題解決を図っ
ています。 

また、会議は傍聴可能で、学校協議会
の様子等につきましては、お便りとし
て、地域の皆様にも配布するとともにホ
ームページ等にも掲載するような形で
周知を図っていきます。 

生涯学習課長 

10 その他（コ
ミュニティ
スクール） 

 

地域に開かれた学校作り
というなら、若者や自由な
発想をもっている人たちの
力を活用するべきではない
か。 

若者や子どもの社会参画は非常に重
要だと考えています。目黒区子ども条例
にもその理念が明記されており、さらに
子ども基本法の制定により、支援対象が
従来より広く捉えられ、社会参画や意見
表明の機会を意識的に確保することが
求められています。 

また、区全体としても「子ども若者部」
への体制再編を進め、若者の意見を施策
に反映する取り組みが進んでいます。教
育委員会としても青少年育成の取り組
みを継続しつつ、若者の意見が反映され
る場づくりや、子どもたちが社会参画で
きる機会の拡充が必要であると考えて
おり、今後もその実現に向けて努力して
いきます。 

教育長 
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番号 項目 質疑・意見等（要旨） 教育委員会の考え方 回 答 

11 不 登 校 児
童・生徒へ
の取組 

めぐろエミールを見学
し、他区と比較して自由度
が低く見えた。また区内で
不登校に関する情報を得よ
うとしたが、資料が少なく、
世田谷区の支援体制と大き
な差を感じている。 

 

めぐろエミールは学習支援だけでな
く、不登校の児童・生徒が安心して過ご
せる居場所として、学生ボランティアや
指導員との関わりを通して社会とのつ
ながりを保つことを目的に運営してい
ます。しかし、小学生利用の増加など状
況の変化に伴い、支援内容を見直す時期
にあると認識しており、世田谷区を含む
他自治体の好事例も参考に改善を検討
いたします。 

また、区の不登校対策は周知が不足し
ていたことを反省し、講演会やウェブサ
イト等による情報発信を強化していき
ます。 

教育支援課長 

12 今後の学校
ＩＣＴ環境
整備 

教育の中で、考える力が一
番大切だと思っている。子
どもが AIを日常的に使うこ
とで、思考力の低下など大
きな影響が生じるのではな
いか。 

AI を子どもが利用することに伴う思
考力低下の懸念については、区としても
十分に認識しており、AI活用には慎重な
立場を取っています。AIは便利である一
方、自ら考えずに回答を得てしまうた
め、答えを鵜呑みにせず、疑うことを含
めて考える力を育てる指導が重要であ
ると考えています。目黒区では、子ども
が課題を自ら見つけ計画し、試行錯誤し
ながら解決する「自己選択学習」に取り
組み、思考力・判断力・表現力等の育成
を図っていきます。 

また、主体的・対話的で深い学びを通
じて、子どもが自ら考え、他者と意見を
交わし、学びを深める機会を重視してお
り、今後も AI 時代に対応した教育の在
り方を検討していきます。 

教育指導課長 

13 不 登 校 児
童・生徒へ
の取組 

校内別室の児童が増えて
いると聞くが、その理由に
ついて学校から保護者への
十分な情報共有がなく、把
握できていない状況であ
る。子どもたちが一日も早
く、安心して笑顔で教室へ
戻れるよう十二分に配慮す
ることを、教育委員会から
校長へ働きかけてほしい。 

 

 校内別室は、小学校では導入したばか
りであり、現時点では試行錯誤の段階で
あると認識しています。別室において
「必ずこれをやる」と一律に決めてしま
うと、休養や心の安定を目的に利用して
いる子どもにとって負担となり、本来の
意義が損なわれる可能性があります。教
育委員会としては、児童・生徒の一人ひ
とりの状態を丁寧に把握し、休養が必要
なのか、再び学びに向かう準備段階にあ
るのかを見極め、それぞれに応じた支援
を行うよう学校へ伝えています。加え
て、教員の支援力向上のため研修にも力
を入れており、来年度も不登校支援に関
する教職員研修を強化していきたいと
思っています。今後も学校と伴走しなが
ら、適切な支援に努めていきます。 

教育支援課長 
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番号 項目 質疑・意見等（要旨） 教育委員会の考え方 回 答 

14 その他（教
員の指導姿
勢） 

教員の多忙は理解してい
るが、価値観を押し付けず
個性を尊重し、子どもと共
に学び続けてほしい。 

 

教員が多忙な中でも子どもに寄り添
い、大人自身も学び続ける姿勢は重要で
あると考えています。就学前施設では、
子どもたちが遊びを通して自ら課題解
決の方法を考える機会が多く設けられ
ています。一方、小学校では学習指導要
領に沿って学習内容を教えますが、単に
「こうするものだ」と伝えるのではな
く、子どもがこれまでの経験を踏まえて
「この場面ではどうすればよいか」を考
えられるよう導くことが大切です。教員
が価値観を押し付けるのではなく、子ど
もが自ら判断し行動できる力を育むこ
とが重要であると認識しています。こう
した視点を小学校現場にしっかりと伝
えていき、小学校教育の充実に努めてい
きます。 

教育指導課長 

15 図書館サー
ビスの充実 

パブリックコメントを実
施している「目黒区子ども
読書活動推進計画素案」と
現行計画を比較したい。 

目黒区子ども読書活動推進計画は、目
黒区として初めて策定するものであり、
比較対象となる現行計画は存在してお
りません。 

現在公表している素案に対して、皆さ
まからパブリックコメントを通じてご
意見をいただき、その内容を反映した上
で初めて正式な計画を策定いたします。 

八雲中央図書
館長 

16 その他（学
校図書館） 

外部委託業者による選
書・廃棄の質に問題があり、
シリーズ物の一冊のみが廃
棄候補となるなど、現場か
ら業務が適切に機能してい
ないとの声が上がってい
る。外部委託費が大きい中
で見合う効果が得られてい
ないのであれば、委託の見
直しが必要であり、図書館
支援員の時間拡充や学校司
書を配置すべきである。 

 

 

 

 

 

※アンケートフォーム：同意見１件 

学校図書館には、外部委託業者・図書
館支援員・学校の三者が関わり、それぞ
れ役割分担をもって運営しています。外
部委託業者は蔵書管理などのバックグ
ラウンドの業務を、図書館支援員は児童
対応やレファレンス業務を担い、学校は
全体の計画・判断を行う立場です。  

今回ご指摘いただいたように、シリー
ズ物の一冊のみを廃棄候補とするなど、
外部委託による選書・廃棄が適切でない
事例については、学校側の確認も含め改
善が必要と認識しています。業者の判断
をそのまま用いるのではなく、学校と支
援員が内容を確認し、適切に調整する体
制が必要です。しかし、現場で連携や役
割分担が十分に共有されていない状況
が見られるため、今後は学校現場への説
明と改善を徹底していきます。 

教育指導課長 

       

 

 

 


